
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　土工 　土工
- ㎡ 58 ㎡

　　舗装工7㎝（PK-3） - ㎡ 　　舗装工7㎝（PK-3） 58 ㎡
　　舗装工7㎝（PK-4） - ㎡ 　　舗装工7㎝（PK-4） 58 ㎡
　　舗装工5㎝（PK-4） - ㎡ 　　舗装工5㎝（PK-4） 58 ㎡

　仮設給水工事 　仮設給水工事
　　仮設管布設工 　　仮設管布設工
　　　仮設ポリエチレン管布設工(材工) 　　　仮設ポリエチレン管布設工(材工)

φ20 44 m φ20 28.8 m
φ25 31 m φ25 37.7 m
φ30 28.2 m φ30 3.5 m

　　　仮設ポリエチレン管布設工(土工) 　　　仮設ポリエチレン管布設工(土工)
砂利道埋設配管φ50以下 3.5 m 砂利道埋設配管φ50以下 9.3 m
地上露出配管 212.2 m 地上露出配管 173.2 m

　　　仮設ポリエチレン管宅地内引込み工 　　　仮設ポリエチレン管宅地内引込み工
φ20　縦断管φ50以下 10 件 φ20　縦断管φ50以下 8 件

5　変更理由

円

工 事 概 要

　土工について、県との協議により、新たに県道車道部を3層で打ち替える必要が生じたため追
加する。
　仮設給水工事について、受注者がお客様に確認を行ったところ、仮設給水が不要なお宅が2
件あったため、「φ20縦断管φ50以下」を2件減ずる。合わせて仮設管布設工を減ずる。
　また、施工箇所住民の方のご厚意により仮設管を民地に布設することが可能となったので、よ
り安全に施工するため仮設管布設経路を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和3年6月28日 令和--年--月--日

令和3年10月22日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

9,375,300 円 10,338,900

　　舗装版直接掘削・積込0<ｔ≦10cm 　　舗装版直接掘削・積込0<ｔ≦10cm

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 上野地内（県道上野さいたま線、外1路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字上野地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容


